
1 目的

2 日時

3 場所

4 視察先参加者

5 本市参加者

6
視察内容

（要点のみ）

川西市子どもの人権オンブズパーソンに係る視察について（報告）

令和6及び7年度で取り組む「こどもの権利条例」制定業務では、「こどもの相談と救済機関の設

置」の重要性を検討している。先進自治体の取組を視察し、「こどもの相談と救済機関の設置」

等の参考にする。

令和6年12月25日（水）10：00～12：00

　① 10：00～11：30　川西市子どもの人権オンブズパーソン制度等について質疑

　② 11：30～12：00　子どもオンブズくらぶ見学

川西市子どもの人権オンブズパーソン事務局

　① 川西市役所5階 501会議室（兵庫県川西市中央町12番1号）

　② 子どもオンブズくらぶ（兵庫県川西市栄町10－5 パルティ川西4階）

川西市子どもの人権オンブズパーソン：

　オンブズパーソン２名、調査相談専門員１名、事務員１名

こども未来部こども政策課：小島次長、今井

教育総務部教育指導室：山口参事、椋原参事

こどもの権利に関する条例検討委員会：岡島委員長、藤井副委員長、勝井委員

ジャパンインターナショナル総合研究所：中村
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